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1. はじめに 
特許書類では「特許請求の範囲」に、発明を

特定するために必要な事項を「請求項」（クレ

ーム）ごとに区分して記載する。請求項には、

独立して記述する形式（独立形式請求項）と、

他の請求項を引用して記述する形式（引用形式

請求項）とがある。引用形式請求項において、

複数の請求項を引用するものは「多数項引用形

式請求項」(multiple dependent form claim)と

呼ばれている[1]。たとえば、図１の例において、

請求項４と請求項５が多数項引用形式請求項で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１. 多数項引用と多重多数項引用の例 

（文献[1]記載の例に加筆して作成） 

 

多数項引用形式請求項は日本でもアメリカで

も認められているが、これを引用して更に多数

項引用形式請求項とすることはアメリカでは拒

絶理由を有することとなる。本稿では、多数項

引用形式請求項の引用元が多数項引用形式請求

項となっている場合を「多重多数項引用」と呼

ぶこととする。図１の例の場合、多数項引用形

式請求項である請求項５は、多数項形式引用形

式である請求項４を引用しているため、多重多

数項引用となっている。 

多重多数項引用の形で記述された特許を、ア

メリカに出願する場合は「特許請求の範囲」を

書き換える必要がある。以下では、多重多数項

引用の検出と書換手法について述べる。 

 

 

 

 

2. クレームツリーの作成と多重多数項引

用の検出 
 特許書類に記載された複数の特許請求項の引

用関係をツリー形式で表現したものを「クレー

ムツリー」と呼ぶことにする。クレームツリー

を作成するためには、引用形式請求項とその引

用元を検出することが必要であるが、これは図

２に示す正規表現で示される記述パターンの有

無を調べることで容易に実現できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 1 つの特許請求項を引用、または複数の特許請

求項を「範囲指定形式」で引用している場合  

「請求項\d+(から|～|－|乃至|ないし)(請求

項)?\d+」 

（注：「乃至」または「ないし」は、法律用

語としては範囲指定を意味する） 

・ 複数の特許請求項を「選択形式」で引用してい

る場合 

「請求項\d+ (または|又は｜，|、)*(請求

項)?\d+」 

・ 上記２つが混合した場合 

「請求項\d+ (から|～|－|乃至|ないし)(請求

項)?\d+ (または|又は｜，|、) * (請求

項)?\d+」 

【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。 

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。 

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物 

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項

１または請求項２記載の混合物 

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸

である請求項１または請求項４記載の混合物 

図２．引用形式請求項を検出するためのパターン 

  

 図１をクレームツリーで表現したものを図３

に示す。図３においては、請求項間の引用関係

を表現するために、電気回路的な記法を用いる

工夫を行っている[2]。 

 
図３．図１に対応するクレームツリー 
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3. 多重多数項引用の書換 
前述の通り、多重多数項引用の形で記述され

た特許をアメリカに出願する場合は「特許請求

の範囲」を書き換える必要がある。弁理士の実

務では、主として以下の３つの書換方法が使わ

れている。 

（書換法１）すべての多数項引用形式請求項に

ついて、引用元の請求項のうち、最上位

のものだけを引用するように書き換える 

（書換法２）多重多数項引用となっている多数

項引用形式請求項を書き換える 

（書換法３）すべての多数項引用形式請求項を

書き換える 

 書換法１は、元々の意味内容を少し変更する

形での書換となるが、容易な書換法であるため

多用されている。書換法１と書換法３では、多

数項引用形式請求項を完全に無くす形で書換が

行われる。 

これらの書換を自動的に行うツールを開発し

た。請求項によっては意味内容に踏み込んだ書

換処理を行う必要があるものがあるが、今回開

発したツールではそこまでの処理は実現してい

ない。このため、書き換えた請求項には、「(書

換済)」という文字列を先頭に挿入することとし

た。図１に対して上記の３つの書換法を適用し

た結果を図４、図５、図６にそれぞれ示す。ま

た、図６のクレームツリーを図７に示す。 

 

 

 

 

 

 

図４．図１に対して書換法１を適用した結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．図１に対して書換法２を適用した結果 

 

図５と図６では、書換に伴って請求項の数が

増加していること、特に図６の場合、請求項５

が、元々の請求項４の書換に伴って３つに分割

されていることに留意されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。 

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。 

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物 

【請求項４】(書換済)石鹸が苛性アルカリ石鹸で

ある請求項１記載の混合物 

【請求項５】(書換済)石鹸が苛性アルカリ石鹸で

ある請求項２記載の混合物 

【請求項６】(書換済)石鹸が特別加工した苛性ア

ルカリ石鹸である請求項１記載の混合物 

【請求項７】(書換済)石鹸が特別加工した苛性ア

ルカリ石鹸である請求項４記載の混合物 

【請求項８】(書換済)石鹸が特別加工した苛性ア

ルカリ石鹸である請求項５記載の混合物 

図６．図１に対して書換法３を適用した結果 

 

 
図７．図６に対応するクレームツリー 

 

4. おわりに 
特許に関する工学的アプローチである「特許

工学」、及びその作業をコンピュータで支援す

る CAPE (Computer Aided Patent Engineering)

ツールの一環として[3]、多重多数項引用の検出

と書換手法、及びそのツールを開発した。 
【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。 

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。 

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物 

【請求項４】(書換済)石鹸が苛性アルカリ石鹸であ

る請求項１記載の混合物 

【請求項５】(書換済)石鹸が特別加工した苛性アル

カリ石鹸である請求項１記載の混合物 

 特許工学を確立し、実践するためには、特許

ライフサイクルを支援するツール群の整備を更

に進める必要がある。 
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